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db右表のとおり
utsn下表のとおり
e▷申込完了後、お知らせを検診日の１週間〜１０日前に郵送予定▷乳がん検
診は、新型コロナワクチンの接種後６週間以上経過しての受診を推奨します
■予約方法予約申込フォーム（https://www.yobouigaku-tokyo.or.jp/tk/step/top_ko
ganei）または電話で、東京都予防医学協会（ ０１２０−１２８−３３１※携帯電話の場合＝０３−
３２６９−４７５２、土曜・日曜・祝日を除く午前９時〜午後５時）へ
i健康課※健康課では予約受付していません

実施日 検診場所 検診名
男性 ２／３（土）

保健センター

胃がん・大腸がん

女性 ２／２４（土） 胃がん・大腸がん・乳
がん

男性 ３／１９（火） 胃がん・大腸がん

女性 ３／２１（木） 胃がん・肺がん・大腸
がん・乳がん

男性 ３／２２（金） 市役所本庁舎 胃がん・肺がん・大腸
がん

※▷胃がん検診は午前のみ▷２／３、２／２４、３／１９は午前のみ

検診内容 対象 定員 費用

胃がん検診
バリウムを飲ん
での胃部Ｘ線検
査 令和６年３月３１

日現在４０歳以上
で同検診を今年
度未受診の方

次の方は受診できません▷前回受診後、およそ１年たっていない方▷過去１
年以内に開腹手術を受けた方▷腸閉塞の既往がある方▷妊娠中もしくは妊娠
の可能性がある方▷まっすぐに立てない方▷検査中指示に従って動けない方
▷バリウムアレルギーの方▷誤嚥をしやすい方▷高血圧（１８０／１１０以上）の
方※問診により、検診をお断りする場合もあります

１日あたり
４５人

（申込順）
１,０００円

▷いずれも受診票
の提出時に納入
▷生活保護世帯・
住民税非課税世帯
の方は、減免制度
があります

肺がん検診 胸部Ｘ線検査、
喀痰細胞診

喀痰細胞診については、５０歳以上で喫煙指数（喫煙年数×１日本数）が６００
以上の希望する方に受診票と容器を送付します。検診当日に喀痰を採取した
容器を受診票とともにお持ちください。※喀痰細胞診のみの受診は不可

１日あたり
１５０人

（申込順）
いずれも
５００円

大腸がん検診 免疫学的便潜血
検査２日法 検査キット等を郵送しますので、期間内に提出してください ５００円

乳がん検診
女性スタッフに
よるマンモグラ
フィ検査

令和６年３月３１
日現在４０歳以上
の女性

令和４年４月以降に市の乳がん検診を受診していない方。なお、次の方は受
診できません▷現在授乳中、妊娠中、断乳後６か月以内の方▷乳房疾患で治
療中、経過観察中、手術後の方▷まっすぐに立てない方▷心臓にペースメー
カーを装着している方▷豊胸手術をした方※問診により、検診をお断りする
場合もあります

１日あたり
５０人

（申込順）
２,０００円
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と　き ところ 内　容

乳幼児健康相談
（のびのび広場
相談）

１月１２日（金）
１３：３０〜１５：００ 婦人会館

▷身体測定・育児および保健
・栄養相談・母乳相談
▷歯科相談（保健センター・
公民館東分館のみ実施）
t乳幼児、妊産婦

１月１７日（水）
１３：３０〜１５：００ 公民館東分館

１月１８日（木）
９：３０〜１１：００ 保健センター

１月３０日（火）
１３：３０〜１５：００

前原町丸山台
集会所

１月３１日（水）
１３：３０〜１５：００

公民館貫井南
分館

歯科健康相談
（歯科医師）

１月１７日（水）
１５：００〜１６：１５ 保健センター

〔担当医〕
田中（康） ▷要予約

栄養相談
（管理栄養士）

１月１９日（金）
１３：３０〜１５：３０ 保健センター

食生活で気になること、離乳
食など▷要予約

※保健師・管理栄養士・歯科衛生士による電話相談は随時受け付けます

i健康課—１月の各種事業案内——１月の各種事業案内—

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。5・12・155


